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平成３０年度中国地方整備局コンプライアンス報告書

令和元年 ７月３０日

中国地方整備局は、平成２４年１１月に「中国地方整備局コンプライアンス推進本部」を

設置し、コンプライアンス推進のより一層の強化を図るため、毎年度、「中国地方整備局コ

ンプライアンス推進計画」を策定し、取組みを実施しているところである。

本報告書は、平成３０年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画に基づき実施した

取組みとそれに対する評価について取りまとめたものである。

■平成３０年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画
注）青線囲み部分は「コンプライアンス推進計画」、赤線囲み部分は「取組状況」、緑線囲み部分は「コンプライアンス推進本部長によ

る評価」を記述

はじめに

中国地方整備局では、コンプライアンスの推進及びそのための内部統制の強化を図る

ため、平成２４年１１月に「中国地方整備局コンプライアンス推進本部」を設置し、毎年度

「コンプライアンス推進計画」を策定の上、実践、点検・評価、改善しながら、継続的に取り

組んできたところである。

組織に対する国民の信頼は一朝一夕に得られるものではなく、日頃からの積み

重ねが大切であり、職員一人ひとりが国家公務員法、国家公務員倫理法、発注者

綱紀保持規程等の関係法令を遵守することの重要性を深く認識し、中国地方整備

局に対する社会的要請に的確に対応し社会的責任を果たしていくという意識を常

に持ち行動することが重要である。

平成３０年度の推進計画においては、前年度までの取組みを踏まえ、職員一人ひとりの

コンプライアンス意識をより高いレベルで維持し、コンプライアンスが職場の隅々にまで浸

透・定着するよう創意工夫を行い、より効果的・効率的な取組みを実施していくものとする。

加えて、コンプライアンス体制を有効に機能させるには、職場内の良好なコミュニケーショ

ンが重要であるため、風通しの良い職場環境づくりにも、より一層積極的に取り組んでいく

ものとする。
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１ 職員のコンプライアンス意識の醸成

職員個々のコンプライアンス意識の醸成を図るため、繰り返し、コンプライアンス

に関する講座・研修・講習会等を受けられるような体制を作る。

また、局長等組織のトップは、直接、職員にコンプライアンスについて伝える機会

を作るとともに、日頃から事案に応じた「報告・連絡・相談」が適時適切に実行され

るよう、風通しの良い職場づくりに取り組む。

■取組み

平成３０年度においては、コンプライアンス出前講座、研修、講習会等を通じて職員が繰

り返しコンプライアンスに関する講座等を受講できる機会を設けた。

また、局長、副局長、部長及び各事務所長等は、講話等において、コンプライアンスに

関する考え方を伝えた。

各事務所等における意識醸成にかかる主な取組みは、以下のとおりである。

・コンプライアンス推進のため、事務所独自に推進プランを作成し、取り組んだ。

・風通しの良い職場環境を築くため、報連相運動を推進した。

（１）コンプライアンス出前講座

発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性を周知し、入札関係その他の

不祥事の防止を図ることを目的に、本局職員または各事務所等のコンプライアンス

指導者を講師とし、全職員を対象にコンプライアンス講座を実施する。

■取組み

本局職員を講師とし、本局、各事務所等において、１０月から１月までの間、コンプライア

ンス出前講座を３７箇所で実施した。また、職員の受講状況を把握し、受講できなかった者

連絡＝気配り

01.面倒がらない！
02.「言ったか」ではなく「伝わったか」を確認！
03.お礼は早く！

相手の欲しいことを、
欲しい時に伝えること！

連絡
とは

報告＝義務

01.結果を先に、簡潔に！
02.長期の仕事は中間報告を！
03.ミスやクレームは早く！

悪い情報ほど早く！報告
とは

01.あらかじめ、相談する内容を整理する！
02.ギリギリはダメ！余裕を持って相談を！
03.結果の報告とお礼を忘れずに！

人の力を借りて、自分が
成長するチャンス！

相談
とは

相談＝問題解決

一人で判断しない・孤立しない

国家公務員として自覚と誇りを持ってコンプライアンスを遵守す

ることを常に念頭に入れながら行動していただきたい。
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に対し、各事務所等のコンプライアンス指導者である副所長等が、出前講座と同程度の講

座を開催し受講させることにより全職員が受講した。（受講率１００％）

講座では、過去に生じた不祥事事案の背景・要因を説明し、入札談合等の入札に関す

る違法行為に関与した職員に対しては、厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等が

なされること、自ら望まなくとも周囲の状況次第で入札談合等違法行為の事案に巻き込ま

れる可能性があり得ることについて取り上げるとともに、利害関係者との禁止行為に関す

るＤＶＤを視聴させ職員が理解しやすい内容となるよう工夫した。

■実施箇所

本 局 岡 河

○H30.10.15          　　　　　中国技術事務所
○H30.10.18          　　　　　三次河川国道事務所・八田原ダム管理所
○H30.10.23～24　　　　 　　倉吉河川国道事務所・苫田ダム管理所
○H30.10.25          　　　　　広島国道事務所
○H30.10.30          　　　　　本局
○H30.11.02          　　　　　広島港湾・空港整備事務所・広島港湾空港技術調査事務所
○H30.11.07          　　　　　岡山国道事務所・岡山営繕事務所
○H30.11.09          　　　　　本局・土師ダム管理所
○H30.11.12          　　　　　宇野港湾事務所・水島港出張所
○H30.11.13          　　　　　本局
○H30.11.16          　　　　　温井ダム管理所・宇部港湾・空港整備事務所
○H30.11.19          　　　　　本局（白島庁舎）
○H30.11.20～21          　  出雲河川事務所・松江国道事務所・日野川河川事務所
○H30.11.22          　　　　　弥栄ダム管理所・岩国港出張所・徳山下松港出張所
○H30.11.26          　　　　　本局（白島庁舎）・山口河川国道事務所
○H30.11.28                     鳥取河川国道事務所
○H30.12.03          　　　　　浜田河川事務所
○H30.12.04          　　　　　浜田港出張所
○H30.12.05          　　　　　境港湾・空港整備事務所
○H30.12.13　　　　　　　　　 本局（白島庁舎）
○H30.12.17          　　　　　福山河川国道事務所
○H30.12.20　　　　　　　　　太田川河川事務所
○H30.12.21　　　　           岡山河川事務所
○H30.12.26　　　　　　　　　山口河川国道事務所
○H31.01.31　　　　　　　　　出雲河川事務所

【実施状況】
本局・全２５事務所

延べ３７箇所で実施
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■評価

コンプライアンス出前講座は、コンプライアンス推進室の担当職員が事務所等

に出向き、職員に直接、発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性につい

て説明し、日頃職員が抱えている疑問に応える機会となっているため、今後も引

き続き実施していく。

（２）外部講師によるコンプライアンス講習会

①全職員を対象とするコンプライアンス講習会

コンプライアンスの意義及び重要性に関する理解を深めることを目的に、各地区

で外部講師を招いたコンプライアンス講習会を実施する。

■取組み

各地区７箇所において外部講師によるコンプライアンス講習会を開催し、３０８名が受

講した。また、近隣事務所において開催される講習会にも参加できるよう連絡調整を図っ

た。

■コンプライアンス講習会開催状況

地区 講師 演 題 開催時期 受講者数

広島 社労士 ハラスメント防止 H30.12.19 101名

三次 公取委 入札談合防止に向けて H30.12.20 31名

鳥取（米子） 新聞社 コンプライアンスについて H31.1.29 24名

鳥取（倉吉） 弁護士 文書管理とハラスメント対策 H31.1.29 34名

岡山 弁護士 不祥事の未然防止・リスク管理 H31.2.6 57名

福山 公取委 入札談合防止に向けて H31.2.7 26名

鳥取（鳥取） 弁護士 文書管理とコンプライアンス H31.2.20 35名

鳥 取 温 井 ダ ム
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②幹部職員を対象とするコンプライアンス講習会

幹部職員（事務所長、副所長を含む。）を対象に、組織の管理職として必要なコ

ンプライアンスに関する高度な管理能力及び判断力の向上を図ることを目的に、外

部講師を招いたコンプライアンス講習会を実施する。

■取組み

外部講師（弁護士）を招き、幹部職員（本局課長級、事務所副所長以上）を対象とした講

習会を実施し、１５３名（対象者２０６名、受講率７４．３％）が受講した。

平成３０年６月８日 コンプライアンス講習会

演題 コンプライアンスの真の理解と実践

岡 山

広 島 倉 吉

三 次
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■評価

外部講師によるコンプライアンス講習会は、公務職場で気付きにくい問題の把

握や、コンプライアンスに関する専門知識を習得できる機会となっているため、今

後も引き続き実施していく。

（３）職員研修におけるコンプライアンス講義

中国地方整備局で実施する職員研修の重点実施事項にコンプライアンスの徹底

を定め、可能な限りすべての人材育成研修及び知識・技能研修等のカリキュラム

にコンプライアンスに関する講義を設ける。

■取組み

中国地方整備局で実施した２７の人材育成研修及び知識・技能研修等のカリキュラムに

コンプライアンスに関する講義を設定し、管理職を含む延べ３０８名の職員が受講した。
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■研修設定状況

■評価

中国地方整備局で実施する職員研修等のカリキュラムに可能な限りコンプライ

アンスに関する講義を設け、職員に受講させることにより、受講者は新たな知識

を習得するとともに、受講者の階層や職務等に応じた具体的な留意点や課題等

について考え、意識する機会となっているため、今後も引き続き実施していく。

（４）コンプライアンス・ミーティング

各職員が職場内で自発的に意見を出し合うことにより、職員のコンプライアンス

に関する意識の向上を図ることを目的に、コンプライアンス・ミーティングを四半期

に１回、全職員を対象に実施する。

ミーティングは、本局が提示した具体的な共通テーマまたは本局もしくは各事務所

等において選定したテーマにより、一人ひとりの理解が深まるような工夫を行う。ま

た、ミーティング結果の報告を義務付け、質問に対してはフォローアップを行う。

H30.04.04　　　    新規採用職員研修／42名（事8、技34）
H30.04.13  　　    経理担当課長セミナー／7名（事7）
H30.04.18　　　    道路行政セミナー／9名（事9）
H30.04.18　　　    用地上級セミナー／3名（事3）
H30.04.26　　　    用地事務セミナー／5名（事5）
H30.04.27　　　    河川行政セミナー／7名（事7）
H30.05.08　　　    新任監督員研修／6名（技6）
H30.5.22～25　   管理職（副所長）研修／11名（事4・技7）
H30.05.29     　    水利権セミナー／14名（事14）
H30.06.07　　　    会計・契約セミナーⅠ／8名（事8）
H30.06.18～20    コンプライアンス（課長等）セミナー／31名（事14・技17）
H30.07.06　　   　 用地管理研修／8名（事8）
H30.08.28　　　　　港湾管理研修／7名（事7）
H30.09.11　　 　　 行政初級研修／8名（事8）
H30.10.01　　　　　新規採用研修／2名（技2）
H30.10.18　　　　　総合技術初級研修／27名（技27）
H30.10.19　　　　　新任係長研修／12名（事4技8）
H30.10.29　　　    河川管理（事務）研修／6名（事6）
H30.10.25　　　　　会計事務担当者研修／7名（事7）
H30.10.30　　    　積算実務研修／10名（技10）
H30.11.19　　　    港湾現場技術研修／9名（技9）
H30.11.28　　 　　補償事務担当者セミナー／9名（事9）
H30.12.06　　 　　ネットワーク管理者研修／8名（事3・技5）
H30.12.14　　 　　設計技術研修／6名（技6）
H30.12.19　　　　 港湾計画初任者研修／7名（技7）
H30.12.20　　　   基礎技術Ⅰ研修／17名（技17）
H30.12.21　　　　 新任専門官研修／22名（事5技17）

【受講状況】
全２７コース

延べ３０８名が受講
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■取組み

本局及び各事務所等において、コンプライアンス・ミーティングを実施した。（災害対応の

ため第２四半期は中止）

実施にあたっては多くの職員が参加できるよう、実施日やグループを分割したり、所属

のミーティングに参加できなかった職員を集めて実施する等工夫し、第１回９８．５％、第２

回９９．２％、第３回９９．５％の職員が参加した。参加できなかった職員に対しては、個別

にフォローアップを実施した。

ミーティングテーマは、コンプライアンス推進室から提供される題材や、各事務所等にお

いて独自に選定したテーマを活用した。

ミーティングの運営にあたっては、職員一人ひとりが考え、活発な意見交換が行えるよ

う、進行要領や関係資料の作成を工夫した。

ミーティング内容に関する質問に対しては、本局で回答を作成し、フォローアップを行うと

ともに、全職員が閲覧できるようイントラネットに掲載した。

各事務所等における取組みは以下のとおり

・各所属でのミーティングの効果を高めるため、まず幹部会議で実際にミーティングを行

い留意点や参考事項等を整理した上で実施した。

・事務所長や副所長が、各所属のミーティングに参加して助言を行った。

・定例会議に併せ、毎月ミーティングを実施した。

■評価

コンプライアンス・ミーティングは、身近な事例や旬な事例を活用し、職員同士

が自発的に意見交換することによって、自分自身の問題として考える機会となっ

ているため、今後も引き続き実施していく。

（５）ｅラーニング

コンプライアンスに関する知識の向上と意識の定着を目的に、ｅラーニングを通じた自主

学習を推進する。また、全職員を対象にコンプライアンス理解度テストを実施するとともに、

職員自らが自分の行動等を確認するため、行動・セルフチェックを行う。

■取組み

ｅラーニングを通じて発注者綱紀保持に関するＤＶＤの視聴、発注者綱紀保持規程の条

文解説、コンプライアンス理解度テスト、行動セルフチェックができるよう学習教材を提供し

た。また、職員毎の履修状況を把握し、未履修者に対し、適宜学習を促した。
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■メニュー状況

■評価

ｅラーニングは、職員の業務の都合に合わせた自由な学習を実現するととも

に、職員の履修状況を容易に把握することが可能となっているため、今後も引き

続き実施していく。

（６）コンプライアンスに関する情報提供

不祥事を自分に置き換えて考えることにより、コンプライアンス意識を醸成することを目

的に、実際に発生した不祥事に関する情報を、イントラネット、メール、諸会議等を通じ

て、定期的に提供する。

■取組み

公務員の懲戒処分等不祥事事案をとりまとめ、各部・各事務所等に毎月情報提供した。

各部・各事務所等においては、定例会議等を活用し職員周知を行った。

各事務所等における取組みは以下のとおり

・独自にコンプライアンス情報を作成し、メールで発信した。
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■評価

コンプライアンスに関する最新の事例や、公務員に関する不祥事事案を確認

することで、身近で起こりうる問題として捉え、自分自身の行動や考え方を見つめ

直す機会となっているため、今後も引き続き実施していく。

（７）パソコン立ち上げ時のコンプライアンス遵守メッセージ表示

職員のコンプライアンスに関する意識の高揚とその徹底を図るため、行政パソコ

ンの立ち上がり時に、コンプライアンス遵守メッセージを定期的に表示する。

■取組み

毎月第２・第４月曜日において、パソコンの立ち上がり時にコンプライアンス・メッセージ

を表示した。

メッセージは、最初の画面に職員に伝えたいキーワードを表示し、次の画面で解説を表

示するよう、２段階に分けてポップアップするよう工夫した。

〈表示内容〉

・報告・連絡・相談

・入札談合等関与行為

・事業者との応接ルール

・不当な働きかけの対応ルール

・通報窓口（内部窓口及び公正取引委員会等）
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（例）入札談合等関与行為 （例）事業者との応接ルール

■評価

行政パソコンの立ち上がり時に職員に伝えたいキーワードをコンプライアンス

遵守メッセージとして繰り返し表示させることにより、職員にコンプライアンスにつ

いて意識させる機会となっているため、今後も引き続き実施していく。

（８）コンプライアンス・ハンドブック

疑問に直面したときの対応を確かめたり、コンプライアンスに関する理解を深めること等

を目的に、基本的事項や参考事例等を盛り込んだハンドブックを全職員に配布し、

活用を促す。

■取組み

配布したハンドブックをコンプライアンス・ミーティングに持参させ、その記載されている

内容を確認しながら、ミーティングを実施した。

中国地方整備局コンプライアンス推進本部

確　認

　（このメッセージ表示は、平成３０年度中国地方整備局
　　コンプライアンス推進計画１（７）に基づき実施しています）

次　へ

　入札談合関与行為とは

発注機関の職員が以下の行為を行うことです。
　　　　　　　（官製談合防止法第２条第５項）　　

『入札談合』に関与すると高い代償を払うこととなります！！

・懲戒処分

・損害賠償

・刑事責任 懲役・罰金

・退職金・年金への影響

・社会的地位失墜

・家族にも大きな影響 など

① 談合の明示的な指示

② 受注者に関する意向の表明

③ 発注に係る秘密情報の漏えい

④ 特定の談合の幇助

発注者綱紀保持規程 第５条（事業者等の応接方法）

中国地方整備局コンプライアンス推進本部　 

確　認

次　へ

事業者との応接は、国民の疑惑や不信を招くことのないよう、
　　　　オープンな場所で、複数の職員により対応することが原則です。

　        （このメッセージ表示は、平成30年度中国地方整備局
　       　コンプライアンス推進計画１（７）に基づき実施しています）

オープンな場所

複数の職員

キーワードは

事業者との応接ルールの

『キーワード』は？
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■評価

コンプライアンス・ハンドブックは、職員が判断に迷ったり、疑問に直面したとき

の一助となっているため、今後も引き続き実施していく。
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２ 事務所のコンプライアンス指導者の育成

（１）管理職（副所長）研修

事務所の副所長を対象に、組織の管理者として必要なコンプライアンスに関する

高度な管理能力及び判断力の向上を図り、事務所におけるコンプライアンス推進

の中心的な役割を担うことを目的に、管理職（副所長）研修を実施する。

■取組み

副所長を対象とする管理職（副所長）研修を５月に実施し、１１名が受講した。

研修では、多くの外部講師を招き、民間企業等の取組みや専門的知識を要する分野に

ついて学習させた。また、課題研究では管理職目線による職場におけるコンプライアンス

上の問題を抽出して、その対処法や過去の不正事案を踏まえ不正の発生しにくい職場作

りについて意見交換を行い、管理能力及び判断能力の向上を図った。

受講した副所長は、事務所の定例会等を通して管理職員の指導を行うとともに、本局職

員が講師として行うコンプライアンス出前講座に参加できなかった職員に対し、本局職員

に代わり講義を行うなどの役割を果たした。

14:30 14:50

(火) 7:30 18:00～

起　床 9:15 国旗降納

清掃 夕食・入浴

(水) 8:00 22:30

国旗掲揚 施　錠

体操

8:15

(木) 朝食 23:00

12:30 消　灯

昼食

18:00 外部講師

夕食

(金)

5月25日 国家公務員倫理 課題研究（発表会）
研修の
まとめ

閉講式

3:10 17:50

人事院中国事務局
総務課長　長井孝夫

適正業務管理官
坂屋　政之

研修所

13:30 13:50 14:00 14:30

自
習

9:20 1:20 10:40

休
憩

10:50 1:40 12:30

昼
休
憩

自
習

5月24日 ワークライフバランス
発注機関における
コンプライアンス

入札契約関係 課題研究

1:00 12:30

昼
休
憩

13:30 1:00 14:30

企画部　技術調整管理官
浜崎　宏幸

契約管理官
室田　浩司

自
習

9:20 2:00 11:20

休
憩

11:30

特定非営利活動法人キャリアネット広島
理事長　鈴村　千穂子

適正業務管理官
坂屋　政之

休
憩

14:40

発注者綱紀保持

総務部　人事計画官
廣田　俊之

休
憩

15:10 1:30 16:40

休
憩

16:50

有限会社ユニペック
代表取締役　前田　秀雄

適正業務管理官
坂屋　政之

2:00 12:30

昼
休
憩

13:30 1:30 15:00

5月22日 オリエンテーション 開講式 講話 民間企業に見るコンプライアンス

広島大学大学院国際協力研究科
教授 藤原 章正

広島産業保健総合支援センター
基幹相談員　加登　朝子

自
習

9:30 0:55 10:25

休
憩

10:30

期 間：平成３０年５月２２日（火）～５月２５日（金）

場 所：中国技術事務所（研修棟）

研修所

1:00 17:50

自
習

5月23日
勤務時間及び

業務管理
技術者倫理 職員のメンタルヘルス対策

コミュニケーション 風通し
　会議ファシリテーション

◆平成３０年度　管理職（副所長）研修
13:40 0:45 14:25

休
憩

15:00 0:55

副局長
税理士法人ＳｋｙＳｈｉｐ

公認会計士　山田　希恵

12:30

15:55

休
憩

16:00 2:00 18:00

平成３０年度　　管理職（副所長）研修　日程表

10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

上段：講義名を記入

下段：講師名を記入
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■評価

管理職（副所長）研修を受講した事務所の副所長が事務所のコンプライアンス

推進の中心的な役割を担うことにより、事務所全体で積極的なコンプライアンス

推進が図られているため、今後も引き続き事務所のコンプライアンス指導者を育

成していく。

（２）コンプライアンス（課長）セミナー

事務所の課長等を対象に、コンプライアンスに関する理解を深め、コンプライアン

ス・ミーティングなどを通じ、部下職員へ適切な指導が行えるよう管理職としての資

質の向上を図るとともに、事務所におけるコンプライアンス推進の実務的な役割を

担うことを目的に、コンプライアンス（課長等）セミナーを実施する。

■取組み

事務所の課長及びコンプライアンスを担当する建設専門官を対象とするコンプライアン

スセミナーを６月に実施し、３１名が受講した。

セミナーでは、主に業務に精通した職員を講師として招き、実務に関連した具体的事例

や手続きを学習させた。また、課題研究では、コンプライアンス・ミーティングをより実効あ

るものとするための課題や工夫すべき点等について意見交換を行い、管理職としての資

質向上を図った。

受講した課長等は、ミーティング時の部下職員の質問に対して、正しい行動や考え方を

指導したり、ミーティングとは別に所内勉強会の講師を担うなどの役割を果たした。



- 15 -

■評価

コンプライアンス（課長等）セミナーを受講した事務所の課長及びコンプライア

ンスを担当する建設専門官が事務所のコンプライアンス推進の実務的な役割を

担うことにより、コンプライアンス推進計画に定める取組みが着実に実施されてい

るため、今後も引き続き事務所のコンプライアンス指導者を育成していく。

３ 発注者綱紀保持及び公務員倫理の徹底

（１）発注者綱紀保持の周知徹底

① 国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図るために、関係法

令及び発注者綱紀保持規程の遵守の重要性について、出前講座、職員研修、コン

プライアンス・ミーティング、ｅラーニングを通じて、周知徹底する。

② 発注担当職員が事業者等との適切な応接の実施を図るため、発注者綱紀保

持マニュアルに定める事業者等との応接方法及び事業者等から不当な働きかけを

受けた場合の記録・報告の義務付けについて周知徹底する。

（２）公務員倫理の周知徹底

国民の疑惑や不信を招かないために、国家公務員倫理法や倫理規程の遵守に

ついて、上記に掲げる出前講座や倫理週間等の機会を通じて周知徹底する。

場所：中国地方整備局（中国技術事務所）研修所

9:15 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

6月18日

月曜日

13:30

6月19日

火曜日

13:30

6月20日

水曜日

18:00
国旗降納

夕食

入浴

22:30
門限

発注機関における
コンプライアンス
（品確法など）

企画部　技術管理課長

(1:00)

12:30
（1:00） (0:50)

14:20

独占禁止法・官製談合防止法

公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支

所

自習

課題研究
課題研究

（全体発表）

昼食・休憩
セミナー
まとめ

修了
証交
付

適正業務管理官 適正業務管理官

Ｂｌｕｅ　ｇｌow
代表　江口　智子

9:15 9:30
(1:20)

10:50 11:00
(1:30)

18:00

自習

コミュニケーション　風通し
（ファシリテーション等講義）

昼食・休憩

有限会社ユニペック
代表取締役　前田　秀雄

15:30 16:50

コミュニケーション能力の向上

15:20
(1:50)

総務部 人事計画官
総務部　建設専門

官

(0:15)

9:15 9:30
(3:00)

12:30
（1:00） (1:20)

17:00

平成３０年度　コンプライアンス（課長等）セミナー日程表

7:30
起床
清掃

8:00～
国旗掲揚
ラジオ体
操

8:30～
朝食

(0:50)
18:00

講話 発注者綱紀保持 公務員倫理 ワークライフバランス

適正業務管理官

15:00 16:00 16:10
(0:50)

17:00 17:10
(1:00)

13:40

オリエン
テーション

(0:30)

14:10 14:20

(0:30)

総務部長

14:50
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■取組み

コンプライアンス出前講座、職員研修、講習会等を通じて、発注者綱紀保持及び公務員

倫理に関する意識の醸成を図った。また、コンプライアンス上の判断に困る事案について、

イントラネットに質問ＢＯＸを設け質問を受け付けるとともに、イントラネット上で情報を共有

した。

事務所においては、職員一人ひとりが発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理法や倫

理規程に規定する「職員が遵守すべき事項」や「責務」について正確に理解できるよう、取

り組んだ。

各事務所等における主な取組みは、以下のとおりである。

・事務所独自でコンプライアンスに関する勉強会を実施した。

（３）談合に関わった場合の懲戒処分、損害賠償請求等についての周知徹底

入札談合に対する違法性の認識を深めるため、「１ 職員のコンプライアンス意識の醸

成」に掲げる出前講座や職員研修等において、過去に生じた不祥事事案に関し当該事案

の要因・背景を説明し、（ア）入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠

償請求、刑事処罰等がなされること、（イ）自ら望まなくとも周囲の状況次第で入札談合等

の事案に巻き込まれることがあり得ることについて、周知徹底を図る。

■取組み

出前講座や職員研修等において、過去に生じた不祥事事案に関し当該事案の要因・背

景を説明し、（ア）入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、

刑事処罰等がなされること、（イ）自ら望まなくとも周囲の状況次第で入札談合等の事案に

巻き込まれることがあり得ることについて取り上げるとともに、コンプライアンス違反が国民

の利益喪失につながることについても周知徹底を図った。

（４）事業者に対する発注者綱紀保持規程及び公務員倫理の遵守のための協力依頼

発注者綱紀保持及び公務員倫理の取組みや、コンプライアンス推進計画につい

て、ホームページや会合等を通じて、事業者、事業者団体等に協力を依頼する。

また、執務室の入口等に、事業者等の執務室への自由な出入りが制限されている

旨を掲示するとともに、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資

格者に送付する一般競争（指名競争）参加資格認定通知書に発注者綱紀保持及

び公務員倫理の取組みの協力依頼文書を同封し、協力を依頼する。
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■取組み

中国地方整備局ホームページで、発注者綱紀保持の取組みについての協力依頼を事

業者等が閲覧できるようにしている。また、事業者団体（３１団体）との意見交換会等の場

においても、協力依頼を行った。さらには、建設工事等の競争参加資格者に送付する一般

競争（指名競争）参加資格認定通知書に同取組みにかかるリーフレットを同封し、対応ル

ール等の周知を図った。

各事務所等の執務室入り口等には、事業者等の執務室への入室制限の掲示を徹底す

るとともに、本局及び全事務所で掲示状況を点検し、見えにくい等の不備があった箇所に

ついては改善を図った。

各事務所等における主な取組みは、以下のとおりである。

・不当要求防止責任者講習受講修了書を事務所玄関に掲示した。

・事務所のホームページに推進計画へのリンクを設けた。

■協力依頼リーフレット（表） ■協力依頼リーフレット（裏）
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■各事務所における入室制限の状況

■評価

国民の疑惑や不信を招かないためには、職員一人ひとりが、関係法令、規程

等を正確に理解し、行動していくことが重要であるため、今後も引き続き発注者

綱紀保持及び公務員倫理を徹底していく。

４ コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用

コンプライアンスに関する通報窓口への通報は、違反行為の未然防止や事態の

深刻化を回避する正しい行為であること、また、通報した職員は、通報を行ったこと

を理由として、不利益な取扱いを受けないことについて周知を行い、通報しやすい

ものとするよう取り組む。

また、通報があった場合には、「職員が発注者綱紀保持規程に抵触する事実を

確認したときの通報の対応フロー」、「職員が事業者等から不当な働きかけを受け

たときの報告の対応フロー」等に基づき、迅速かつ的確な対応を行う。

職員は速やかな窓口通報が行えるよう「コンプライアンス携帯カード」及び「国家

公務員倫理カード」を常時携帯する。
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■取組み

コンプライアンス関係通報窓口への通報については、その重要性、発注者綱紀保持規

程違反を知った職員には報告義務があること、及び通報した職員が不利益な取扱いを受

けることがないことについて、コンプライアンス出前講座、職員研修、パソコンのコンプライ

アンスメッセージ表示等を通じて、周知した。

また、コンプライアンス・ミーティングの機会等を利用して、コンプライアンス携帯カード

等の携帯状況を確認した。

各事務所等における主な取組みは、以下

のとおりである。

・事務所にコンプライアンスに関する疑義等

の相談窓口を設置した。

①整備局窓口（匿名メール、弁護士） ②他機関窓口（倫理審査会、公取委）
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国家公務員倫理カード（倫理審査会作成）

■評価

通報制度が適正に運用されていると組織内で認知されることにより、違反行為

の早期発見や抑止効果が期待できるため、今後も引き続きコンプライアンス関係

通報窓口の周知と適正な運用を実施していく。
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５ 入札契約手続きの見直し及び情報の適切な管理

① 平成２６年２月６日付け本省通知「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札

契約手続きの見直しの実施について」等に基づく技術資料と入札書の同時提出等

を、施工能力評価型を適用する全ての工事を対象に実施する。

② 発注者綱紀保持規程に基づき、発注事務に関する適切な情報管理を徹底す

る。

③ 工事積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保する。

④ 情報管理整理役職表を適切に更新し、情報管理者が少なくとも毎年度１回点検を行

う。

⑤ 技術提案書等の工事の履行確認に必要な情報について、当該工事の担当者以外の

者へ情報が漏えいしないよう、適切に書類等の送付や管理等を行う。

■取組み

本省通知に基づく施工能力評価型を適用する工事にかかる技術資料と入札書の同時

提出について、本局及び事務所等で発注する全工種の工事に対象範囲を拡大し適用し

た。

また、契約締結後における技術提案書等の取扱いについて、本局から事務所等への送

達方法及び事務所等における管理等の取扱いを明確にし、情報管理の厳格化を図った。

各部・事務所等においては、情報管理整理役職表を適切に更新するとともに、第１四半

期中に情報管理状況の点検を実施し、情報管理が適切に行われていることを確認した。

工事・業務における電子成果品は、事務所から中国技術事務所へ送達、電子納品保管

システムに登録し、情報管理の厳格化、効率的な事業執行を実現している。各部・事務所

においては、電子納品登録管理表にて管理状況の確認を行った。結果、ほぼ全ての電子

成果品について、システム登録が完了した。

各事務所等が行った主な取組は以下のとおり

・タブレットを利用し、入札契約委員会をペーパーレスで開催することにより情報管理を

徹底した。

・書類の保管状況や施錠状態を抜き打ちで確認した。

・情報管理役職整理表を共有サーバに保管し、職員が常に確認できるよう措置した。

・官用携帯に登録されている電話番号等のデータを一括管理した。

■評価

発注事務に対する国民の信頼を確保するため、今後も引き続き不正行為が起
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きにくい入札契約手続き及び事業者間の適切な競争を害するおそれのある情報

について、漏洩等防止のための適切な情報管理を実施していく。

６ 内部監査の実施

平成３０年度一般監査実施計画において、コンプライアンスの取組状況や入札・

契約事務の適正な執行状況及び不正行為防止取組状況を重点監査事項に位置

付け、内部監査を実施する。

■取組み

「平成３０年度一般監査実施計画」に基づき、９事務所等を対象に実施した。

一般監査ではコンプライアンスに関する重点項目として、次の項目を監査した。

【全地方整備局共通重点項目】

・入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底に関する取組

【中国地方整備局の重点項目】

・コンプライアンス（推進計画の取組について）

・行政情報の管理等について

・適正な業務執行の取組状況について

・ワークライフバランスの取組状況について

・入札・契約事務の適正な執行状況及び不正行為防止の取組状況について

■評価

コンプライアンスの取組の確認を内部監査の重点項目に位置付け、監査を実

施することにより、事務所等はコンプライアンスに関する取組を再確認する機会と

なっているため、今後も引き続き内部監査を実施していく。

７ 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開

事務所ごとに年間を通じた応札状況の傾向等について、ホームページで公表し、

透明化を図る。
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■取組み

各事務所ごとの平成２８年度及び平成２９年度における平均落札率、業者ごとの当初契

約金額及び受注割合をホームページで公表した。

平成３０年度落札分については、各月の平均落札率を翌月、ホームページで公表した。

■ホームページ抜粋
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■評価

公表にあたり応札状況（年度別平均落札率、各年度毎の受注業者ごとの当初

契約金額及び受注割合、月別平均落札率の推移）を確認することで不正を発見

できる機会となっている。また、結果を公表することで不正発生の抑止効果も期

待できるため、今後も引き続き事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開を実施

していく。
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